
 

   岩倉市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給

要綱 

 

（趣旨) 

第１条 この要綱は、高等学校を卒業していない（中退を含む。）ひとり親

家庭の親及びひとり親家庭の児童が、高等学校を卒業した者と同等以上

の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験（以下「高卒認

定試験」という。）の合格を目指す場合において、民間事業者等が実施す

る高卒認定試験の対策講座の受講費用の軽減を図るために支給する岩倉

市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金（以下「給付

金」という。）について、必要な事項を定めるものとする。  

（給付金の種類） 

第２条 給付金の種類は、次に掲げるとおりとし、その意義は、次の各号

に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支

給するものをいう。 

(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支

給するものをいう。 

 (3) 合格時給付金 受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起

算して２年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給する

ものをいう。 

 （支給対象者) 

第３条 給付金の支給対象者は、市内に住所を有するひとり親家庭の親（母

子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第１

項に規定する配偶者のない女子（以下「配偶者のない女子」という。）で

あって現に２０歳未満の児童を扶養している者及び同条第２項に規定す

る配偶者のない男子（以下「配偶者のない男子」という。）であって現に

２０歳未満の児童を扶養している者をいう。以下同じ。）及びひとり親家

庭の児童（配偶者のない女子又は配偶者のない男子に扶養されている

２０歳未満の児童をいう。以下同じ。）であって、次の要件の全てを満た

す者とする。ただし、高等学校卒業者、大学入学資格検定・高卒認定試

験合格者等既に大学入学資格を取得している者は、対象としない。 

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」（平成２



 

６年９月３０日雇児発０９３０第４号厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長通知）に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を

受けている者であること。 

(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得

状況及び労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格すること

が適職に就くために必要であると認められる者であること。 

 (3) この要綱による給付金の支給を受けていないこと。 

 （対象講座） 

第４条 給付金の支給の対象となる講座（以下「対象講座」という。）は、

高卒認定試験の合格を目指す講座（通信制講座を含む。）であって、市長

が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を

受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校

等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としない。 

（支給額等） 

第５条 支給対象者が通信制により対象講座を受講した場合の給付金の支

給額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める額とする。 

 (1) 受講開始時給付金 支給対象者本人が対象講座の受講開始のために

支払った費用の４０％に相当する額（その額に１円未満の端数を生じ

たときは、これを切り捨てた額。以下「４０％相当額」という。）。た

だし、４０％相当額が１００，０００円を超える場合の支給額は、

１００，０００円とし、４０％相当額が４，０００円を超えない場合

は、受講開始時給付金を支給しないものとする。 

(2) 受講修了時給付金 支給対象者本人が対象講座の受講のために支払

った費用の５０％に相当する額（その額に１円未満の端数を生じたと

きは、これを切り捨てた額。以下「５０％相当額」という。）から、

前号の規定により支給した受講開始時給付金の支給額を差し引いた

額。ただし、その額と受講開始時給付金の支給額を合計した額（以下

この号において「合計額」という。）が１２５，０００円を超える場

合の受講修了時給付金の支給額は、１２５，０００円から受講開始時

給付金の支給額を差し引いた額とし、合計額が４，０００円を超えな

い場合は、受講修了時給付金を支給しないものとする。 

 (3) 合格時給付金 支給対象者本人が対象講座の受講のために支払った



 

費用の１０％に相当する額（その額に１円未満の端数を生じたときは、

これを切り捨てた額。以下「１０％相当額」という。）。ただし、その

額、受講開始時給付金の支給額及び受講修了時給付金の支給額の合計

が１５０，０００円を超える場合の合格時給付金の支給額は、

１５０，０００円から受講開始時給付金の支給額及び受講修了時給付

金の支給額を差し引いた額とする。 

２ 支給対象者が通学により、又は通学及び通信制を併用して対象講座を

受講した場合の給付金の支給額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 (1) 受講開始時給付金  ４０％相当額。ただし、４０％相当額が

２００，０００円を超える場合の支給額は、２００，０００円とし、

４０％相当額が４，０００円を超えない場合は、受講開始時給付金を

支給しないものとする。 

 (2) 受講修了時給付金 ５０％相当額から、前号の規定により支給した

受講開始時給付金の支給額を差し引いた額。ただし、その額と受講開

始時給付金の支給額を合計した額（以下この号において「合計額」と

いう。）が２５０，０００円を超える場合の受講修了時給付金の支給

額は、２５０，０００円から受講開始時給付金の支給額を差し引いた

額とし、合計額が４，０００円を超えない場合は、受講修了時給付金

を支給しないものとする。 

 (3) 合格時給付金 １０％相当額。ただし、その額、受講開始時給付金

の支給額及び受講修了時給付金の支給額の合計が３００，０００円を

超える場合の合格時給付金の支給額は、３００，０００円から受講開

始時給付金の支給額及び受講修了時給付金の支給額を差し引いた額

とする。 

（事前相談） 

第６条 市長は、給付金の支給を希望する者に対して事前相談を行い、そ

の者の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、就学経験、職

業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格するこ

とにより、ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童の自立が効果的に

図られると認められる状況であるのか等、給付金の支給の必要性につい

て把握するものとする。 

 （対象講座の指定申請等） 



 

第７条 給付金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

自らが受講しようとする講座について、岩倉市ひとり親家庭高等学校卒

業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書（様式第１。以下

「受講対象講座指定申請書」という。）を市長に提出し、受講開始前に、

あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。 

２ 前項の受講対象講座指定申請書には、次の書類を添えなければならな

い。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付を省略

することができる。 

(1) ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の子の戸籍謄本又は抄本及び世

帯全員の住民票の写し 

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受け

ていることを証する書類 

３ 市長は、受講対象講座指定申請書の提出があったときは、受給要件を

審査のうえ、対象講座の指定の可否を決定し、岩倉市ひとり親家庭高等

学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書（様式第２。

以下「受講対象講座指定通知書」という。）又は岩倉市ひとり親家庭高等

学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請却下通知書

（様式第３）により申請者に通知するものとする。 

 （支給申請） 

第８条 前条第３項の規定により対象講座の指定を受けた申請者は、給付

金の支給を受けようとするときは、やむを得ない事由がある場合を除き、

受講開始時給付金については対象講座の受講開始日から起算して３０日

以内に、受講修了時給付金については対象講座の受講修了日から起算し

て３０日以内に、合格時給付金については高卒認定試験の合格証書（以

下「合格証書」という。）に記載されている日から起算して４０日以内に、

岩倉市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給

申請書（様式第４。以下「支給申請書」という。）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 支給申請書には、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める書類、前条第２項に規定する書類及び受講対象講座指定

通知書の写しを添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認

することができる場合は、添付書類を省略することができる。 

(1) 受講開始時給付金 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費に



 

ついて発行した領収書 

(2) 受講修了時給付金 次に掲げる全ての書類 

ア 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の

受講の修了を認定する受講修了証明書 

イ 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領

収書 

(3) 合格時給付金 合格証書の写し 

（支給決定） 

第９条 市長は、前条に規定する支給申請があったときは、支給要件の審

査を行い、速やかに支給の可否を決定し、岩倉市ひとり親家庭高等学校

卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給（不支給）決定通知書（様式

第５）により当該申請者に通知するものとする。 

 （給付金の返還） 

第１０条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者

があるときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の

全部又は一部を返還させるものとする。 

 （雑則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年５月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年３月２６日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 



 

様式第１（第７条関係） 

 

岩倉市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 

受講対象講座指定申請書 

年  月  日 

 岩倉市長    殿 

申請者 氏名       

 

   次の講座を受講したいので、岩倉市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格 

支援事業の対象講座としての指定を申請します。 

 氏 名 

（申請者） 

フリガナ 

生年月日 
  年  月  日生 

     （  歳）  

 児童の氏名 

（受講者が児童の場合） 

フリガナ 

生年月日 

  年  月  日生 

     （  歳）  

住 所 
〒 電話 

受講施設の名称  講座の名称  

受講科目 
１      ２      ３      ４ 

５      ６      ７      ８ 

試験を免除できる科目 
 

受講期間 
平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

（受講開始日）    

受講方法 通信  ・  通学  ・ 通学及び通信併用 

所要費用（予定） 入学科     円、受講料     円  合計額     円 

過去の受給の有無 
過去にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業を活用

したことが       ある ・  ない 

備 考  



 

（裏） 

（注意） 

１ 支給の対象となるのは、指定受講講座について支払う入学料及び受講料（希望に 

より行われる講座や希望により提供される教材等に要する費用を除きます。以下 

同じです。） 

２ 支給額は、次のとおりです。 

(1) 受講開始時給付金の支給の対象となるのは、入学料及び受講料の合計額の４割

相当額です。ただし、受講開始時給付金の支給額は、受講方法が通信制の場合は 

１００，０００円、受講方法が通学の場合又は通学及び通信制を併用する場合は 

２００，０００円が限度となります。なお、当該４割相当額が４，０００円を超え

ない場合は、支給の対象となりません。 

(2) 受講修了時給付金の支給の対象となるのは、入学料及び受講料の合計額の５割 

相当額（受講開始時給付金の支給を受けた場合は、受講開始時給付金として支給を

受けた額を差し引いた金額）です。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付 

金の支給合計額は、受講方法が通信制の場合は１２５，０００円、受講方法が通学

の場合又は通学及び通信制を併用する場合は２５０，０００円が限度となります。

なお、当該支給合計額が４，０００円を超えない場合は、支給の対象となりません。 

(3) 合格時給付金の支給の対象となるのは、入学料及び受講料の合計額の１割相当 

額です。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給合

計額は、受講方法が通信制の場合は１５０，０００円、受講方法が通学の場合又は

通学及び通信制を併用する場合は３００，０００円が限度となります。 

３ 指定申請書に記載された受講開始日や所要費用（予定）については、受講施設に確

認をした内容で通知します。 

４ 免除できる科目とは、過去に高等学校で免除に必要な単位を修得している科目、 

過去に高卒認定試験で一部科目に合格している科目等です。 

５ 所要費用については、標準的な金額であり、受講開始後又は受講修了後に受講施 

設より証明された金額に基づき支給額を算定することとなります。 

６ 受講対象講座の指定後、受講を取りやめた場合、受講の中途でやめた場合は、市 

にその旨を報告してください。 

７ 本事業の給付金の支給を受ける際には、あらためて「岩倉市ひとり親家庭高等学

校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書」に添付書類を付けて支給申請

手続を行うことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第２（第７条関係） 

 

岩倉市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 

受講対象講座指定通知書 

 

年  月  日 

         様 

 

岩倉市長        印 

 

     年  月  日付けで申請のありました岩倉市ひとり親家庭高等学校卒業程 

度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書に基づき審査したところ、下記のとお 

り指定しましたので通知します。 

記 

氏 名 

（申請者） 
 

生年 

月日 

  年  月  日生 

（   ）歳 

氏 名 

（受講者が児童の場合） 
 

生年 

月日 

  年  月  日生 

（   ）歳 

住 所  
電話 

番号 
 

受講施設の名称  講座の名称  

受講科目 
１     ２     ３     ４ 

５     ６     ７     ８ 

試験を免除でき

る科目 
 

受講期間 
    年  月  日～    年  月  日 

  （受講開始日） 

所要費用（予定） 
入学料     円、受講料     円  

合計額      円 

 

 

 



 

（裏） 

（注意） 

１ 支給の対象となるのは、指定対象講座の受講について支払う入学料及び受講料 

（希望により行われる講座や希望により提供される教材等に要する費用を除きま 

す。以下同じです。） 

２ 支給額は、次のとおりです。 

(1) 受講開始時給付金の支給の対象となるのは、入学料及び受講料の合計額の４割 

相当額です。ただし、受講開始時給付金の支給額は、受講方法が通信制の場合は 

１００，０００円、受講方法が通学の場合又は通学及び通信制を併用する場合は 

２００，０００円が限度となります。なお、当該４割相当額が４，０００円を超え 

ない場合は、支給の対象となりません。 

(2) 受講修了時給付金の支給の対象となるのは、入学料及び受講料の合計額の５割 

相当額（受講開始時給付金の支給を受けた場合は、受講開始時給付金として支給を 

受けた額を差し引いた金額）です。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付 

金の支給合計額は、受講方法が通信制の場合は１２５，０００円、受講方法が通学 

の場合又は通学及び通信制を併用する場合は２５０，０００円が限度となります。 

なお、当該支給合計額が４，０００円を超えない場合は、支給の対象となりません。 

(3) 合格時給付金の支給の対象となるのは、入学料及び受講料の合計額の１割相当 

額です。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給合 

計額は、受講方法が通信制の場合は１５０，０００円、受講方法が通学の場合又は 

通学及び通信制を併用する場合は３００，０００円が限度となります。 

３ 免除できる科目とは、過去に高等学校で免除に必要な単位を修得している科目、 

過去に高卒認定試験で一部科目に合格している科目等です。 

４ 所要費用については標準的に予定される金額であり、受講開始後又は受講修了後 

に受講施設より証明された金額に基づき支給額を算定することとなります。 

５ 受講対象講座の指定後、対象講座の受講を取りやめた場合、受講の中途でやめた 

場合は、市にその旨を報告してください。 

６ 本事業の給付金の支給を受ける際には、あらためて「岩倉市ひとり親家庭高等学校 

卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書」にこの通知を含む添付書類を付け 

て支給申請手続を行うことが必要です。 

 

 

 



 

様式第３（第７条関係） 

 

岩倉市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 

受講対象講座指定申請却下通知書 

 

 年  月  日 

        様 

                              

    岩倉市長        印 

 

 

   年  月  日付けで申請のありました岩倉市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定

試験合格支援事業受講対象講座指定申請書に基づき審査した結果、次の理由により却下す

ることに決定しましたので通知します。 

 

却下理由 

 

 

 

 

 

不服申立て及び取消訴訟 

１ この処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、岩倉市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分について不服があるときは、１の審査請求のほか、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内に、岩倉市を被告として（訴訟において岩倉市

を代表する者は、岩倉市長となります。）処分の取消しの訴えを提起することもできます。 

ただし、１の審査請求をしたときは、その審査請求に対する裁決があったことを知った

日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

 

 

 



 

様式第４（第８条関係） 

岩倉市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 

給付金支給申請書 

年  月  日 

岩倉市長 殿 

申請者 氏名 

    

               の支給を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

※いずれかに○をつけてください。 

氏 名 

（申請者） 

 

 
生年月日 

年  月  日生 

（   歳） 

氏 名 

（受講者が児童の場合） 

 

 
生年月日 

年  月  日生 

（   歳） 

住 所  
電話番号 

受講施設の名称  講座の名称  

受講科目 
１     ２     ３     ４ 

５     ６     ７     ８ 

試験を免除できる科目  

受講期間 
    年  月  日～    年  月  日 

  （受講開始日） 

所要費用 入学料   円、受講料   円 合計額     円 

希望する支払金

融機関 

金融機関名 支店名 

口座の種類   普通・当座 口座番号 

口座名義（フリガナ） 

（備考） 

 

 

 

 

 

 

受講開始時給付金 

受講修了時給付金 

合格時給付金 



 

 

（裏） 

（注意） 

１ 受講開始時給付金の支給申請期間は、受講開始日から起算して３０日以内です。  

２ 受講開始時給付金の支給申請における所要費用については、受講開始のために支 

払った入学料、受講料を記入してください。 

３ 受講修了時給付金の支給申請期間は、受講修了日から起算して３０日以内です。 

４ 合格時給付金の支給申請期間は、合格証書に記載されている日付から起算して 

４０日以内です。 

５ 合格時給付金の支給申請における所要費用については、受講修了時給付金の算定 

基礎となった入学料、受講料を記入してください。 

６ 免除できる科目とは、過去に高等学校で免除に必要な単位を修得している科目、 

過去に高卒認定試験で一部科目に合格している科目等です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 様式第５（第９条関係） 

岩倉市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 

給付金支給（不支給）決定通知書 

 

年  月  日 

          様 

岩倉市長           印 

 

        年  月  日付けで提出のありました岩倉市ひとり親家庭高等学校卒業 

程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書に基づき審査したところ、下記のとおり 

受講開始時給付金・受講修了時給付金・合格時給付金 を 支給する・しない こと 

としましたので通知します。 

記 

氏 名 

（申請者） 

 

 
生年月日 

年  月  日生 

（   歳） 

氏 名 

（受講者が児童の場合） 

 

 
生年月日 

年  月  日生 

（   歳） 

住 所  電話番号 

受講施設の名称  講座の名称  

受講科目 
１     ２     ３     ４ 

５     ６     ７     ８ 

試験を免除できる科目  

受講期間 
    年  月  日～    年  月  日 

  （受講開始日） 

支給額    円 支給年月日 年  月  日 

振込先金融機関 

金融機関名 支店名 

口座の種類   普通・当座 口座番号 

口座名義（フリガナ） 

支給しない理由 
 

  



 

 

（裏）   

不服申立て及び取消訴訟 

１ この処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算し 

て３か月以内に、岩倉市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分について不服があるときは、１の審査請求のほか、この処分があったことを 

知った日の翌日から起算して６か月以内に、岩倉市を被告として（訴訟において岩倉市 

を代表する者は、岩倉市長となります。）処分の取消しの訴えを提起することもできます。 

ただし、１の審査請求をしたときは、その審査請求に対する裁決があったことを知っ 

た日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 


